
ちーたん 

 北谷町育英会では高等学校新１年生を応援するため、令和８年４月に

高等学校等※に入学する生徒の保護者へ入学準備金の給付を行います。 

高等学校等へ進学するための 

入学準備金を給付します 

令和８年度に高等学校等へ入学する生徒の保護者の方へ 

【対象者】 

以下の条件を満たしている方 

① 令和８年４月に高等学校等へ入学する生徒の保護者 

② 申請日時点で北谷町就学援助制度の準要保護世帯 

【給付額】 

３万円（※１人につき１回限り） 

【お手続き方法】 

高等学校等へ入学が決まった後に、 

オンラインもしくは申請書を北谷町育英会（北谷町教

育委員会）へ提出 

※申請の流れなど詳しくは裏面をご覧ください。 

【申込期限】令和８年３月３１日（火）まで 

      ※４月１５日までに銀行口座へお振込みします。 

【お問い合わせ先】北谷町育英会（北谷町教育委員会教育総務課内） 

TEL：098-982-7704 

E-Mail：kyoiku-soumu@chatan.jp  

※ 高等学校等：高等学校(定時制、通信制含む。専攻科及び別科を除く。)、中等教育学校の後期課程(専攻科及び別科を

除く。)、特別支援学校の高等部、高等専門学校（専攻科を除く。）、専修学校(高等課程)、専修学校の一般課程や各種学校

のうち国家資格者養成課程に指定されている学校、各種学校のうち一定の要件を満たす外国人学校 

制服や教科書などでお金がかかる 

新１年生を応援するたん 

詳しくは右のQRコードを確認してね 



申請手続きの流れ


